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公益社団法人大阪府建築士会との「大規模災害時における住家

の被害認定調査に関する基本協定」締結式を開催します 

  

市では、公益社団法人大阪府建築士会との間で「大規模災害時における

住家の被害認定調査に関する基本協定」を締結する運びとなりました。 

つきましては、下記のとおり協定書締結式を執り行いますので、取材等

をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

日  時 ： ３月１４日（水） 午前９時００分～ 

場  所 ： 市役所本館２階 公房会議室 

協定概要 ： 大規模災害時が発生した場合、貝塚市へ会員を派遣

し市職員とともに家屋の被害認定を行うものです。

この協定により、被災者の早期の生活再建に資する

ことになります。また、建築士会との協定は、大阪

府内では本市が初の協定となります。 
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